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「市民大学きたもと学苑」規約  

平成 19年 1月 27日 

平成 20年 5月 31日改訂 

 

 （目的） 

第１条 市民大学きたもと学苑（以下「本学苑」という。）は、さまざまな分野

の知識、技術、技能、経験等を持つ人材を募り、市民が主体となって、相互に

学び合い、教え合い、高め合うことで、北本市のまちづくり、ひとづくりに貢

献することを目的とする。 

 （事業） 

第２条 本学苑は前条に掲げる目的を達成するため、次の事業を行う。ただし、

講座運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 （１） 講座の実施と運営 

 （２） 講座内および講座間の交流 

 （３） 市民の生涯学習への理解を高める事業 

 （４） その他本学苑の目的を達成するために必要と認められる事業 

 （構成） 

第３条 本学苑は、市民教授、学苑生及び本学苑の活動に賛同する者をもって構

成する。 

 （運営） 

第４条 本学苑の事業については、公平公正な運営に努めるとともに、自主的な

運営を行う。 

 （役員） 

第５条 本学苑に次の役員を置く。 

 （１） 学苑長   １名 

 （２） 副学苑長  １名 

 （３） 理事    若干名 

 （４） 事務局長  １名 

 （５） 監事    ２名 

２ 役員の選出は、次のとおりとする。 

 （１） 学苑長は、役員の互選により選出し、総会の承認を経て決定する。 

 （２） 副学苑長、理事、事務局長及び監事は、第３条に規定する者の中から

学苑長が指名し、総会の承認を経て決定する。 

３ 役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

４ 役員が退任する場合は、役員を補充できる。後任者の任期は、前任者の残任

期間とする。 

５ 役員はその任期が満了した後においても、後任者が就任するまではその職務

を行う。 

６ 役員の任務は、次のとおりとする。 

資料１ 
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 （１） 学苑長は本学苑を代表し、学苑の運営を統括する。また、学苑長は、

総会の議長となり総会を進行する。 

 （２） 副学苑長は学苑長を補佐し、学苑長に事故あるときはその職務を代行

する。 

 （３） 理事は理事会を組織し、学苑長・副学苑長を補佐し、学苑長の委任す

る特別の事項について会務を処理する。 

 （４） 事務局長は、学苑長および副学苑長を補佐し、会務及び会計を担当す

る。 

 （５） 監事は、本学苑の会計を監査し、報告する。 

 （総会） 

第６条 総会は、年 1回の定時総会および臨時総会とする。 

２ 総会は、本学苑の最高議決機関とし、第 3条に規定する者をもって構成する。 

３ 総会は、学苑長が招集し、次の事項を議決する。 

   ア 役員に関する事項 

   イ 事業計画に関する事項 

   ウ 予算・決算に関する事項 

   エ 規約の変更に関する事項 

   オ その他本学苑に関する重要な事項 

４ 総会の定足数は、構成員数の過半数とする。 

５ 総会の議決は、出席者の過半数を持って決し、可否同数の場合は議長の決す

るところによる。 

 （理事会） 

第７条 本学苑に理事会を置く。理事会は理事をもって構成する。 

２ 理事会は、必要に応じ、あらかじめ理事の互選で定めた筆頭理事が招集する。 

３ 理事会は、本学苑に関する事項を審議し処理する。 

 （市民教授の募集） 

第８条 本学苑の講師の名称は、市民教授とする。 

２ 市民教授の募集は毎年２回行う。市民教授は北本市民であることを要しない。 

３ 講座の企画内容は原則として自由であるが、次に掲げるものは除くものとす

る。 

 （１） 特定の政党や宗教の宣伝または利害に関わるもの 

 （２） 特定の企業や団体の宣伝または利害に関わるもの 

 （市民教授の登録等） 

第９条 市民教授登録票（様式１）により登録を受け付ける。 

２ 市民教授の任期は、登録した年度を含み２年度とする。 

３ 以下の場合、理事会は市民教授の登録を取り消すことができる。 

 （１）市民教授の都合により年度の途中において講座の継続が不可能な事情が

生じたとき 

 （２）市民教授の言動が本学苑の運営に著しく支障を及ぼすなど、市民教授と
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しての適正を欠くと認められるとき 

 （学苑運営費等） 

第 10 条 第３条に規定する者は、理事会で定める学苑運営費を納めなければな

らない。 

２ 学苑生は、受講する講座ごとに定められた受講料を納付する。 

 （事務局） 

第 11条 本学苑の事務局を学苑長が指定する場所に置く。 

２ 事務局に次の職を置く。 

 （１）事務局長   １名 

 （２）事務局職員  若干名 

３ 事務局職員は、学苑長が第３条に規定する者の中から指名する。 

 （会計） 

第 12 条 本学苑の収入は、学苑運営費、補助金及びその他の収入をもってこれ

に充てる。 

２ 本学苑の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

 

   附則 

  １ この規約は、本学苑成立の日から施行する。 

  ２ 設立当初の役員は、第 5条第 2項第 1号及び第 2号の規定にかかわらず、

次のとおりとする。（名簿は省略） 

  ３ 設立時の役員の任期は、第 5条第 3項の規定にかかわらず、平成 20年 3

月 31日までとする。 

  ４ 第 10条第 1項については、設立初年度にあっては適用しない。 

  ５ 第 12条第 2項については、初年度にあっては設立の日から平成 19年 3

月 31日までとする。 

 

   附則 

  この規約は、平成 20年 5月 31日から施行する。 
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